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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年２月19日付をもって提出した有価証券届出書及び平成26年３月７日付をもって提出した有価証券届出書の訂正

届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集1,222,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ

る売出し1,199,900株(引受人の買取引受による売出し895,700株・オーバーアロットメントによる売出し304,200株)の売出

しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成26年３月17日に決定したた

め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　募集の方法

３　募集の条件

（２）ブックビルディング方式

４　株式の引受け

５　新規発行による手取金の使途

（１）新規発行による手取金の額

（２）手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）

２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）

（２）ブックビルディング方式

３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）

（２）ブックビルディング方式

募集又は売出しに関する特別記載事項

２　オーバーアロットメントによる売出しについて

３　第三者割当増資について

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

（訂正前）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 1,222,000

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、剰余金の配当及び残余財産の分配

はＢ種類株式と同順位かつ同額で行われ、会社法第322条

第２項に規定する定款の定めがあります。（注）５，６

　（注）１．平成26年２月19日（水）開催の取締役会決議によっております。

２．「第１　募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに後記「第２　売出要項　１　売出株式（引

受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人

の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要

状況を勘案し、304,200株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である代表取締役社長山海嘉之

（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出

し」という。）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は

売出しに関する特別記載事項　２　オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

これに関連して、当社は、平成26年２月19日（水）開催の取締役会において、本募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式304,200株の新規発行（以下「本第三者割当増資」とい

う。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　第三

者割当増資について」をご参照下さい。

３．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内

容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参照下さ

い。

４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

５．当社は、普通株式の他にＢ種類株式についての定めを定款に定めており、普通株式及びＢ種類株式の内容は以下

のとおりです。

(i) 剰余金の配当及び残余財産の分配

普通株式及びＢ種類株式にかかる剰余金の配当及び残余財産の分配は、同順位かつ同額で行われる。

(ii)議決権

普通株式を有する株主（以下「普通株主」といいます。）及びＢ種類株式を有する株主（以下「Ｂ種類株

主」といいます。）は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(iii) 譲渡制限

Ｂ種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。ただし、譲受人がＢ種類株主である場合

においては、取締役会が会社法第136条又は第137条第１項の承認をしたものとみなす。

(iv)種類株式総会の決議を要しない旨の定め

会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、普通

株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(v) 取得請求権

Ｂ種類株主は、いつでも、当社に対して、その有するＢ種類株式の全部又は一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社はＢ種類株主が取得の請求をしたＢ種類株式を取得するのと引換えに、当該Ｂ

種類株主に対して、Ｂ種類株式１株につき普通株式１株を交付するものとする。

(vi)取得条項

ａ．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会がそれ以前の日を定めた

ときはその日）の到来をもって、その日に当社が発行するＢ種類株式の全部（当社が有するＢ種類株式を

除く。）を取得し、Ｂ種類株式１株を取得するのと引換えに、Ｂ種類株主に対して、普通株式１株を交付

する。
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①当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（他の株式会社と共同して株式移

転をする場合に限る。）にかかる議案が全ての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は

取締役会）で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日

②当社が発行する株式につき公開買付けが実施された結果、公開買付者の所有する当社の株式の数が当社

の発行済株式（当社が有する株式を除く。）の総数に対して占める割合が４分の３以上となった場合、

当該公開買付けにかかる公開買付報告書が提出された日から90日目の日

なお、本号において「所有」、「公開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第２章の２

第１節に定める所有、公開買付者又は公開買付報告書を、「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の

３第１項に定める公開買付けをいう。

③株主意思確認手続において、確認手続基準日に議決権を行使することができる株主の議決権（但し、上

記内容欄の記載にかかわらず、普通株式及びＢ種類株式のいずれの単元株式数も100株であるとみなし

て、議決権の数を計算する。以下、本号において同じ。）の３分の１以上を有する株主の意思が確認で

き、意思を確認した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数が、当社が本号に基づき当社が発行

するＢ種類株式の全部（当会社が有するＢ種類株式を除く。）を取得し、Ｂ種類株式１株を取得するの

と引換えに、Ｂ種類株主に対して、普通株式１株を交付することに賛成した場合、当該株主意思確認手

続の日から90日目の日

なお、本号において「株主意思確認手続」とは、（１）山海嘉之が当社の取締役を退任した場合（但

し、重任その他退任と同時若しくは直後に選任される場合を除く。）に、当該退任の日（当該退任と同

日を含む。）から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

に、並びに、（２）直前の株主意思確認手続の日の後５年以内に終了する事業年度のうち最終のものの

終了後３か月以内に、それぞれ取締役会の決議により定める方法により確認手続基準日に議決権を行使

することができる全ての株主の意思を確認するために行われる手続をいう。また、本号において「確認

手続基準日」とは、株主意思確認手続のための基準日として取締役会の決議により定める日をいう。

ｂ．当社は、Ｂ種類株主に関して次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社法第170条第１項

に定める日に、当該各号に定めるＢ種類株式を取得し、当該Ｂ種類株式１株を取得するのと引換えに、当

該Ｂ種類株主に対して、普通株式１株を交付する。

①Ｂ種類株主が、その有するＢ種類株式を第三者（他のＢ種類株主を除く。）に譲渡し、当該Ｂ種類株主

又は当該Ｂ種類株式の譲受人から、当社に対して、当該Ｂ種類株式につき会社法第136条又は第137条に

定める承認の請求がなされた場合、当該承認の請求がなされたＢ種類株式

②Ｂ種類株主が死亡した日から90日が経過した場合、当該Ｂ種類株主が有していたＢ種類株式の全部（但

し、他のＢ種類株主に相続又は遺贈されたＢ種類株式及び当該90日以内に他のＢ種類株主に譲渡された

Ｂ種類株式を除く。）

(vii) 株式の分割、株式の併合等

①当社は、株式の分割又は株式の併合をするときは、普通株式及びＢ種類株式ごとに、同時に同一の割合です

る。

②当社は、当社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受

ける権利を、Ｂ種類株主にはＢ種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

③当社は、当社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的

とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種類株主にはＢ種類株式を目的とする新株予約権の割当てを

受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

④当社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、Ｂ種類株主にはＢ種類

株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

⑤当社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権

無償割当てを、Ｂ種類株主にはＢ種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同

時に同一の割合でする。
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⑥当社は、株式移転をするとき（他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。）は、普通株主には普

通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、Ｂ種類株主にはＢ種類株式に

代えて株式移転設立完全親会社の発行するＢ種類株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。

⑦当社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びＢ種類株式のそれぞれの単元株式数に

ついて同時に同一の割合でする。

６．普通株式の単元株式数は100株とし、Ｂ種類株式の単元株式数は10株とする旨を定款に定めております。普通株式

及びＢ種類株式について異なる単元株式数を定めているのは、当社の議決権を代表取締役社長である山海嘉之、

山海嘉之が代表理事を務める一般財団法人山海健康財団及び一般財団法人山海科学技術振興財団に集中させるこ

とにより、当社グループの先進技術の平和的な目的での利用を確保し、人の殺傷や兵器利用を目的に利用される

ことを防止することにあります。

また、当社グループの将来ビジョンである、少子高齢化という社会が直面する課題を解決しつつ、人支援産業と

いう新しい産業分野を開拓するためには、サイバニクス技術の研究開発と事業経営を一貫して推進する必要があ

ります。山海嘉之は、このサイバニクス技術を創出し、現在もサイバニクス研究の中心的な存在であり、更にそ

の革新的な技術を社会に還元するための事業推進者でもあります。このため、当社グループの企業価値向上（株

主共同利益）には、当面の間、山海嘉之が経営に安定して関与し続けることが必要であると考えており、これを

実現可能とするため、種類株式を活用したスキームを採用しております。
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（訂正後）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 1,222,000

１単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、剰余金の配当及び残余財産の分配

はＢ種類株式と同順位かつ同額で行われ、会社法第322条

第２項に規定する定款の定めがあります。（注）５，６

　（注）１．平成26年２月19日（水）開催の取締役会決議によっております。

２．「第１　募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに後記「第２　売出要項　１　売出株式（引

受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人

の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要

状況を勘案した結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である代表取締役社長山海嘉之（以下「貸株人」と

いう。）より借り入れる当社普通株式304,200株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい

う。）を行います。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別

記載事項　２　オーバーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

これに関連して、当社は、平成26年２月19日（水）開催の取締役会において、本募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証

券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式304,200株の新規発行（以下「本第三者割当増資」とい

う。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　第三

者割当増資について」をご参照下さい。

３．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、その内

容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参照下さ

い。

４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

５．当社は、普通株式の他にＢ種類株式についての定めを定款に定めており、普通株式及びＢ種類株式の内容は以下

のとおりです。

(i) 剰余金の配当及び残余財産の分配

普通株式及びＢ種類株式にかかる剰余金の配当及び残余財産の分配は、同順位かつ同額で行われる。

(ii)議決権

普通株式を有する株主（以下「普通株主」といいます。）及びＢ種類株式を有する株主（以下「Ｂ種類株

主」といいます。）は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(iii) 譲渡制限

Ｂ種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。ただし、譲受人がＢ種類株主である場合

においては、取締役会が会社法第136条又は第137条第１項の承認をしたものとみなす。

(iv)種類株式総会の決議を要しない旨の定め

会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、普通

株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(v) 取得請求権

Ｂ種類株主は、いつでも、当社に対して、その有するＢ種類株式の全部又は一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社はＢ種類株主が取得の請求をしたＢ種類株式を取得するのと引換えに、当該Ｂ

種類株主に対して、Ｂ種類株式１株につき普通株式１株を交付するものとする。

(vi)取得条項

ａ．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会がそれ以前の日を定めた

ときはその日）の到来をもって、その日に当社が発行するＢ種類株式の全部（当社が有するＢ種類株式を

除く。）を取得し、Ｂ種類株式１株を取得するのと引換えに、Ｂ種類株主に対して、普通株式１株を交付

する。
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①当社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（他の株式会社と共同して株式移

転をする場合に限る。）にかかる議案が全ての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は

取締役会）で承認された場合、当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日

②当社が発行する株式につき公開買付けが実施された結果、公開買付者の所有する当社の株式の数が当社

の発行済株式（当社が有する株式を除く。）の総数に対して占める割合が４分の３以上となった場合、

当該公開買付けにかかる公開買付報告書が提出された日から90日目の日

なお、本号において「所有」、「公開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第２章の２

第１節に定める所有、公開買付者又は公開買付報告書を、「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の

３第１項に定める公開買付けをいう。

③株主意思確認手続において、確認手続基準日に議決権を行使することができる株主の議決権（但し、上

記内容欄の記載にかかわらず、普通株式及びＢ種類株式のいずれの単元株式数も100株であるとみなし

て、議決権の数を計算する。以下、本号において同じ。）の３分の１以上を有する株主の意思が確認で

き、意思を確認した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数が、当社が本号に基づき当社が発行

するＢ種類株式の全部（当会社が有するＢ種類株式を除く。）を取得し、Ｂ種類株式１株を取得するの

と引換えに、Ｂ種類株主に対して、普通株式１株を交付することに賛成した場合、当該株主意思確認手

続の日から90日目の日

なお、本号において「株主意思確認手続」とは、（１）山海嘉之が当社の取締役を退任した場合（但

し、重任その他退任と同時若しくは直後に選任される場合を除く。）に、当該退任の日（当該退任と同

日を含む。）から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

に、並びに、（２）直前の株主意思確認手続の日の後５年以内に終了する事業年度のうち最終のものの

終了後３か月以内に、それぞれ取締役会の決議により定める方法により確認手続基準日に議決権を行使

することができる全ての株主の意思を確認するために行われる手続をいう。また、本号において「確認

手続基準日」とは、株主意思確認手続のための基準日として取締役会の決議により定める日をいう。

ｂ．当社は、Ｂ種類株主に関して次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社法第170条第１項

に定める日に、当該各号に定めるＢ種類株式を取得し、当該Ｂ種類株式１株を取得するのと引換えに、当

該Ｂ種類株主に対して、普通株式１株を交付する。

①Ｂ種類株主が、その有するＢ種類株式を第三者（他のＢ種類株主を除く。）に譲渡し、当該Ｂ種類株主

又は当該Ｂ種類株式の譲受人から、当社に対して、当該Ｂ種類株式につき会社法第136条又は第137条に

定める承認の請求がなされた場合、当該承認の請求がなされたＢ種類株式

②Ｂ種類株主が死亡した日から90日が経過した場合、当該Ｂ種類株主が有していたＢ種類株式の全部（但

し、他のＢ種類株主に相続又は遺贈されたＢ種類株式及び当該90日以内に他のＢ種類株主に譲渡された

Ｂ種類株式を除く。）

(vii) 株式の分割、株式の併合等

①当社は、株式の分割又は株式の併合をするときは、普通株式及びＢ種類株式ごとに、同時に同一の割合です

る。

②当社は、当社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の割当てを受

ける権利を、Ｂ種類株主にはＢ種類株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

③当社は、当社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式を目的

とする新株予約権の割当てを受ける権利を、Ｂ種類株主にはＢ種類株式を目的とする新株予約権の割当てを

受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

④当社は、株式無償割当てをするときは、普通株主には普通株式の株式無償割当てを、Ｂ種類株主にはＢ種類

株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

⑤当社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主には普通株式を目的とする新株予約権の新株予約権

無償割当てを、Ｂ種類株主にはＢ種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同

時に同一の割合でする。
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⑥当社は、株式移転をするとき（他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。）は、普通株主には普

通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種の株式を、Ｂ種類株主にはＢ種類株式に

代えて株式移転設立完全親会社の発行するＢ種類株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。

⑦当社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及びＢ種類株式のそれぞれの単元株式数に

ついて同時に同一の割合でする。

６．普通株式の単元株式数は100株とし、Ｂ種類株式の単元株式数は10株とする旨を定款に定めております。普通株式

及びＢ種類株式について異なる単元株式数を定めているのは、当社の議決権を代表取締役社長である山海嘉之、

山海嘉之が代表理事を務める一般財団法人山海健康財団及び一般財団法人山海科学技術振興財団に集中させるこ

とにより、当社グループの先進技術の平和的な目的での利用を確保し、人の殺傷や兵器利用を目的に利用される

ことを防止することにあります。

また、当社グループの将来ビジョンである、少子高齢化という社会が直面する課題を解決しつつ、人支援産業と

いう新しい産業分野を開拓するためには、サイバニクス技術の研究開発と事業経営を一貫して推進する必要があ

ります。山海嘉之は、このサイバニクス技術を創出し、現在もサイバニクス研究の中心的な存在であり、更にそ

の革新的な技術を社会に還元するための事業推進者でもあります。このため、当社グループの企業価値向上（株

主共同利益）には、当面の間、山海嘉之が経営に安定して関与し続けることが必要であると考えており、これを

実現可能とするため、種類株式を活用したスキームを採用しております。
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２【募集の方法】

（訂正前）

　平成26年３月17日（月）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引

受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は平成26年３月７日（金）開催の取締役会において決定さ

れた会社法上の払込金額（発行価額2,295円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込

み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払

いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条

に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家

に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定する価格で行

います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない

募集
－ － －

ブックビルディング方式 1,222,000 2,804,490,000 1,798,784,000

計（総発行株式） 1,222,000 2,804,490,000 1,798,784,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。

なお、平成26年２月19日（水）開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、平成26年３月17日

（月）に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額

の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上

の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを

決議しております。

５．仮条件（2,700円～3,700円）の平均価格（3,200円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）

は3,910,400,000円となります。
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（訂正後）

　平成26年３月17日（月）に決定された引受価額（3,404円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引

受価額と異なる価額（3,700円）で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における

発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条

に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家

に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で

行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない

募集
－ － －

ブックビルディング方式 1,222,000 2,804,490,000 2,079,844,000

計（総発行株式） 1,222,000 2,804,490,000 2,079,844,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお

ります。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の額は

2,079,844,000円と決定いたしました。

 

(注) ５．の全文削除

 

EDINET提出書類

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社(E30118)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

10/22



３【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

（訂正前）

発行
価格
（円）

引受
価額
（円）

払込
金額
（円）

資本
組入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込
証拠金
（円）

払込期日

未定

（注）１

未定

（注）１
2,295

未定

（注）３
100

自　平成26年３月18日(火)

至　平成26年３月20日(木)

未定

（注）４
平成26年３月25日(火)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は2,700円以上3,700円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算

定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株

式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成26年３月17日（月）

に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投

資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上

の払込金額（2,295円）及び平成26年３月17日（月）に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま

す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．資本組入額は、前記「２　募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「１　新規発行株式」に記載の発行

数で除した金額とし、平成26年３月17日（月）に決定する予定であります。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日

に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成26年３月26日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集

に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従

い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成26年３月10日（月）から平成26年３月14日（金）までの間で引受人に対して、当該仮条件

を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確

保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を

行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等

をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額（2,295円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）

発行
価格
（円）

引受
価額
（円）

払込
金額
（円）

資本
組入額
（円）

申込株
数単位
（株）

申込期間
申込
証拠金
（円）

払込期日

3,700 3,404 2,295 1,702 100
自　平成26年３月18日(火)

至　平成26年３月20日(木)

１株に

つき

3,700

平成26年３月25日(火)

　（注）１．公募増資等の価格決定に当たりましては、2,700円以上3,700円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを

実施いたしました。

その結果、

①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間にお

ける価格変動リスク等を総合的に勘案し、3,700円と決定いたしました。

なお、引受価額は3,404円と決定いたしました。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上

の払込金額（2,295円）及び平成26年３月17日（月）に決定された発行価格（3,700円）、引受価額（3,404円）と

は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３．資本組入額は、前記「２　募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「１　新規発行株式」に記載の発行

数で除した金額であります。

４．申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（１株につき3,404円）は、払込期日に新

株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成26年３月26日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集

に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従

い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確

保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を

行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等

をご確認下さい。

 

(注) ８．の全文削除
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４【株式の引受け】

（訂正前）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 904,700 １．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、平成26年３月25日

（火）までに払込取扱場

所へ引受価額と同額を払

込むことといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。ただし、発行価格

と引受価額との差額の総

額は引受人の手取金とな

ります。

 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 84,700

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 84,700

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 42,300

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 42,300

いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 21,100

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 21,100

マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 21,100

計 － 1,222,000 －

　（注）１．上記引受人と発行価格決定日（平成26年３月17日（月））に元引受契約を締結する予定であります。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者

に販売を委託する方針であります。

　

（訂正後）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 904,700 １．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金と

して、平成26年３月25日

（火）までに払込取扱場

所へ引受価額と同額（１

株につき3,404円）を払

込むことといたします。

３．引受手数料は支払われま

せん。ただし、発行価格

と引受価額との差額（１

株につき296円）の総額

は引受人の手取金となり

ます。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 84,700

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 84,700

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 42,300

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 42,300

いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 21,100

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 21,100

マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 21,100

計 － 1,222,000 －

　（注）１．上記引受人と平成26年３月17日（月）に元引受契約を締結いたしました。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販

売を委託いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

（訂正前）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

3,597,568,000 22,500,000 3,575,068,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総

額であり、仮条件（2,700円～3,700円）の平均価格（3,200円）を基礎として算出した見込額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

　

（訂正後）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

4,159,688,000 22,500,000 4,137,188,000

　（注）１．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

(注) １．の全文削除及び２．３．の番号変更
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（２）【手取金の使途】

（訂正前）

　　　　　　上記の手取概算額3,575,068千円及び「１　新規発行株式」の（注）２に記載の第三者割当増資の手取概算額上限

892,464千円については、平成30年３月期末迄に研究開発費960,000千円、平成29年３月期末迄に棚卸資産及びレン

タル用資産としての当社製品ロボットスーツＨＡＬ（※）の保有増1,597,532千円、平成28年３月期末迄に販売促進

用等のロボットスーツＨＡＬの保有増665,000千円を含む固定資産の取得資金980,000千円、平成28年３月期末迄に

海外展開における初期費用としての子会社への投融資資金930,000千円各々充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。

 

※ロボットスーツＨＡＬ（ハル）

人間の身体機能を改善・補助・拡張するために研究開発された世界初のサイボーグ型ロボットです。ＨＡＬは、

Hybrid Assistive Limb の略です。Hybridは「混在」を意味し、人とロボットの混在、随意制御系と自律制御系の

混在などの意味が重ねられています。Assistiveは「補助」を意味し、Limbは「腕、脚などの四肢」を意味しま

す。ＨＡＬは、このような語源として構成されましたが、ＨＡＬの原理を活用する関連機器に対してもＨＡＬとい

う呼び方が使われることもあります。

 

（訂正後）

　　　　　　上記の手取概算額4,137,188千円及び「１　新規発行株式」の（注）２に記載の第三者割当増資の手取概算額上限

1,031,846千円については、平成30年３月期末迄に研究開発費960,000千円、平成29年３月期末迄に棚卸資産及びレ

ンタル用資産としての当社製品ロボットスーツＨＡＬ（※）の保有増2,299,034千円、平成28年３月期末迄に販売促

進用等のロボットスーツＨＡＬの保有増665,000千円を含む固定資産の取得資金980,000千円、平成28年３月期末迄

に海外展開における初期費用としての子会社への投融資資金930,000千円各々充当する予定であります。

なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。

 

※ロボットスーツＨＡＬ（ハル）

人間の身体機能を改善・補助・拡張するために研究開発された世界初のサイボーグ型ロボットです。ＨＡＬは、

Hybrid Assistive Limb の略です。Hybridは「混在」を意味し、人とロボットの混在、随意制御系と自律制御系の

混在などの意味が重ねられています。Assistiveは「補助」を意味し、Limbは「腕、脚などの四肢」を意味しま

す。ＨＡＬは、このような語源として構成されましたが、ＨＡＬの原理を活用する関連機器に対してもＨＡＬとい

う呼び方が使われることもあります。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

（訂正前）

　平成26年３月17日（月）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要

項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行

価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受

による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を

支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
 
 

ブックビルディング

方式
 
 

895,700
 
 

2,866,240,000
 
 

茨城県つくば市

山海　嘉之

 

 

506,000株

東京都千代田区神田練塀町３

東京センチュリーリース株式会社
 

277,700株

東京都港区芝三丁目33番１号

ＤＢＪ新規事業投資事業組合
 

112,000株

計(総売出株式) － 895,700 2,866,240,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出数等については今後変更される可能性があります。

４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、304,200株を上限として、ＳＭＢＣ日

興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う

場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オー

バーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参照下さ

い。

６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同一

であります。

７．売出価額の総額は、仮条件（2,700円～3,700円）の平均価格（3,200円）で算出した見込額であります。
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（訂正後）

　平成26年３月17日（月）に決定された引受価額（3,404円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要

項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格3,700

円）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しに

おける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
 
 

ブックビルディング

方式
 
 

895,700
 
 

3,314,090,000
 
 

茨城県つくば市

山海　嘉之

 

 

506,000株

東京都千代田区神田練塀町３

東京センチュリーリース株式会社
 

277,700株

東京都港区芝三丁目33番１号

ＤＢＪ新規事業投資事業組合
 

112,000株

計(総売出株式) － 895,700 3,314,090,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が

貸株人より借り入れる当社普通株式304,200株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オー

バーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その

内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参照下さ

い。

５．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同一

であります。

 

(注) ３．７．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（２）【ブックビルディング方式】

（訂正前）

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込株
数単位
（株）

申込
証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又は名
称

元引受契
約の内容

未定

（注）１

（注）２

未定

（注）２

自　平成26年

３月18日(火)

至　平成26年

３月20日(木)

100
未定

（注）２

引受人及びそ

の委託販売先

金融商品取引

業者の本店及

び全国各支店

東京都千代田区丸の内三丁目

３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

未定

（注）３

　（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）１と

同様であります。

２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一とい

たします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価

格決定日（平成26年３月17日（月））に決定する予定であります。なお、元引受契約においては、引受手数料は

支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の

「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うこと

ができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）

ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。

　

（訂正後）

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込株
数単位
（株）

申込
証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又は名
称

元引受契
約の内容

3,700 3,404

自　平成26年

３月18日(火)

至　平成26年

３月20日(木)

100
１株につき

3,700

引受人及びそ

の委託販売先

金融商品取引

業者の本店及

び全国各支店

東京都千代田区丸の内三丁目

３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

（注）３

　（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）１と

同様であります。

２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一の理

由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

３．元引受契約の内容

金融商品取引業者の引受株数　ＳＭＢＣ日興証券株式会社　895,700株

引受人が全株買取引受けを行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額（１株につ

き296円）の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と平成26年３月17日（月）に元引受契約を締結いたしました。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の

「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うこと

ができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）

ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

（訂正前）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
304,200 973,440,000

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

計(総売出株式) － 304,200 973,440,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘

案して行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、

上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる

売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オー

バーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

４．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同一であ

ります。

５．売出価額の総額は、仮条件（2,700円～3,700円）の平均価格（3,200円）で算出した見込額であります。

　

（訂正後）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
304,200 1,125,540,000

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

計(総売出株式) － 304,200 1,125,540,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘

案した結果行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　オー

バーアロットメントによる売出しについて」をご参照下さい。

２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

４．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同一であ

ります。

 

(注) ５．の全文削除
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（２）【ブックビルディング方式】

（訂正前）

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単位

（株）
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定

（注）１

自　平成26年

３月18日(火)

至　平成26年

３月20日(木)

100
未定

（注）１

ＳＭＢＣ日興証券

株式会社
－ －

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞ

れ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．売出しに必要な条件については、売出価格決定日（平成26年３月17日（月））に決定する予定であります。

３．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による

売出し）　(2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。

４．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、

機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行

うことができます。

５．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

　

（訂正後）

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単位

（株）
申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

3,700

自　平成26年

３月18日(火)

至　平成26年

３月20日(木)

100
１株につき

3,700

ＳＭＢＣ日興証券

株式会社
－ －

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞ

れ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．売出しに必要な条件については、平成26年３月17日（月）に決定いたしました。

３．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第２　売出要項　２　売出しの条件（引受人の買取引受による

売出し）　(2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。

４．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、

機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行

うことができます。

５．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２　オーバーアロットメントによる売出しについて

（訂正前）

　本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、304,200株を上限として、本募集及び引受人

の買取引受による売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借

入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。なお、当該売出数は上限

の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場

合があります。

　これに関連して、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し

て、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。）を上限として、本第三者割当増

資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、平成26年４月18日（金）を行使期限として付

与します。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から平成26年４月18日（金）までの

間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買

付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は

借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断

で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させ

る場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数につい

てのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割

当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的

な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメン

トによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。

　オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売

出数については、平成26年３月17日（月）に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、

ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券

株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行

われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

　
（訂正後）

　本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、本募集及び引受人の買取引受による

売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」とい

う。）304,200株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。

　これに関連して、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以

下「上限株式数」という。）を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」

という。）を、平成26年４月18日（金）を行使期限として付与します。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）日から平成26年４月18日（金）までの

間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、上限株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買

付（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は

借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断

で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させ

る場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、上限株式数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数につい

てのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割

当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的

な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

　ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメン

トによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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３　第三者割当増資について

（訂正前）

　上記「２　オーバーアロットメントによる売出しについて」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本第三

者割当増資について、当社が平成26年２月19日（水）及び平成26年３月７日（金）開催の取締役会において決議した内容

は、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の数 当社普通株式　304,200株

(2) 払込金額 １株につき2,295円

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格（注）に基づき、会社計算規則第14条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、

増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資

本金の額を減じた額とする。

(4) 払込期日 平成26年４月23日（水）

　（注）　割当価格は、１株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成26年３月17日（月）に決定します。

 

（訂正後）

　上記「２　オーバーアロットメントによる売出しについて」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本第三

者割当増資について、当社が平成26年２月19日（水）及び平成26年３月７日（金）開催の取締役会において決議し、平成

26年３月17日（月）に決定した内容は、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の数 当社普通株式　304,200株

(2) 払込金額 １株につき2,295円

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格（注）に基づき、会社計算規則第14条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果

１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、

増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資

本金の額を減じた額とする。

(4) 払込期日 平成26年４月23日（水）

　（注）　割当価格は、１株につき本募集における新株式の引受価額と同一とし、平成26年３月17日（月）に決定いたしまし

た。
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